
第１８回新型コロナウイルス感染症対策本部会議要旨（速報） 

○実施日時／令和２年５月２５日 １６時００分～１６時３３分 

○発言要旨 

議事 発言 

本日の国の諮問会

議について 

【岡部所長】 

・本日国の諮問会議では、緊急事態宣言の解除について諮られ、特に異論は

ないとの意見であった。 

・新型コロナウィルス感染症対策の基本方針（案）が示された。緊急事態宣

言解除後の都道府県における取組等も示され、概ね 3週間ごとに地域の感

染リスク等について評価を行いながら、外出の自粛、催し物の開催制限、

施設の使用制限の要請などを段階的に緩和するものとするとされている。 

・結果的に緊急事態宣言解除となった。やはり一般の方が自主的も含め協力

してくれたおかげでるが、今後再び数値などは上がっていくこともあるの

で、再度の非常事態宣言とならないよう注意は必要である。 

【本部長】 

・概ね 3週間毎の見直しとのことだが、判断主体は各都道府県ということ

か。 

【岡部所長】 

・決定は都道府県ということになる。 

【本部長】 

 ・同一県内でも、ほとんど発生しない地域が全県一致の対応なのか。 

【岡部所長】 

 ・特措法の規定上そうなる。 

【本部長】 

 ・Ｋ値で行くか、西浦方式で行くかについてはどうか。県が判断することに

なるのか。 

【岡部所長】 

 ・その通り。スタンダードは西浦モデルだが状況によっていずれをとっても

構わない。 

次第１「緊急事態

宣言解除後におけ

る本市行政運営方

針について」 

※ 資料に基づき、事務局から説明を行った。 

【本部長】  

・図書館については、5月 27 日から一部サービスを段階的に再開いたしま

す。その件について教育委員会事務局から説明をお願いします。 

※ 資料に基づき、教育委員会事務局から説明を行った。 

【本部長】  

・一部公共施設が 27 日から再開するが、三密対策や、ソーシャルディスタ

ンスに気を付けながら、感染拡大防止と社会経済活動の維持の両立が持続

可能となるよう気を付けていきたい。 

・ご意見がなければこの方針でお諮りしたい。 

以上 


